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会計

IASB（国際会計基準審議会）の

第93回及び第94回臨時会議が2009年

６月１日及び５日に、また、定例の

第95回会議が2009年６月15日から19

日までの５日間にわたりロンドンの

IASB本部で開催された。

第93回及び第94回会議では、国際

会計基準（IAS）第39号（金融商品：

認識及び測定）の包括的見直しに関

連して、金融商品の分類と測定につ

いての議論が行われた。

第95回会議では、①金融危機対応

（IAS第39号の改訂）、②収益認識、

③負債（IAS第37号（引当金、偶発

負債及び偶発資産）の改訂）、④リー

ス、⑤資本と負債の区分、⑥ジョイ

ント・ベンチャー（IAS第31号の改

訂）、⑦保険会計、⑧概念フレーム

ワーク（測定）、⑨料金規制活動

（rateregulatedactivities） 及び⑩

IFRSの年次改善の検討が行われた。

教育セッションでは、金融資産の減

損に関する論点について、関係者か

らのプレゼンテーションが行われ、

続いて質疑が行われた。取り上げら

れたのは、「期待損失アプローチ

（expectedlossapproach）」を実務上

どのようにとらえ、計算をしている

かについてで、欧州の銀行から状況

説明がなされた。さらに、統計を用

いた貸倒引当金の設定に関して、ス

ペイン中央銀行から、スペインでの

実態について説明がなされた。

第95回会議には理事14名が参加し

た。本稿では、これらのうち、①か

ら④に関する議論の内容を紹介する。

IASBは、2009年４月に開催され

たG20の会合の合意によって、金融

商品の会計基準（IAS第39号）に関

して、次のような改訂を2009年末ま

でに行うことを要請された。

� 金融商品の複雑性を低減するこ

と。

� 広い範囲の信用情報を取り込む

ことによって貸倒引当金の認識に

関する会計基準の強化を図ること。

� 引当金、オフバランスとなって

いるエクスポージャー及び評価の

不確実性に関する会計基準を改善

すること。

これに応えるべく、IASBは、次

のような３段階に分けた対応を目指

すことを暫定的に決定している。

� 分類及び測定の見直し：2009年

７月の公開草案の公表（この改訂

を2009年12月に終了する事業年度

から早期適用できるようにする）

� 減損会計（発生損失モデル、期

待損失モデル及び公正価値モデル

のいずれを採用するか）の見直し：

2009年10月の公開草案の公表

� ヘッジ会計の見直し：2009年12

月の公開草案の公表

現在、このうち、上記 � の公開

草案作りが急ピッチで進んでいる。

この会議では、①分類アプローチ、
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②事業モデルの採用、③組込みデリ

バティブの分離及び④公正価値の変

動をその他包括利益で認識する区分

の対象の決定規準について議論が行

われた。議論の結果、次に示すスタッ

フの提案に沿って、さらに検討を進

めることが合意された。

① 償却原価へ分類する金融商品を

どう特定するかについては、次の

原則を適用して、これを満たすも

のを償却原価での測定対象の金融

商品とする。

� 第１原則：キャッシュ・フロー

が元本と利息を示すものである

こと（いわゆる資金提供関係

（lendingrelationship）を有する

ものとする）。

� 第２原則：さらに、上記に付

随する第２のテスト

� 契約キャッシュ・フローが

決定可能であること。

ⅱ� 当該金融商品にはレバレッ

ジがないこと。

② 事業モデルの採用の是非に関す

る議論

上記①に基づき、第１原則を満

たして償却原価測定の対象となる

金融商品として選定されたもので

あっても、公正価値による測定を

すべきものがあるかどうかを判定

するために事業モデルが用いられ

る。すなわち、第１ステップとし

て、金融商品が償却原価による測

定に適格かどうか（すなわち、資

金提供関係にあるかどうか）が判

定され、その後に、第２ステップ

として、償却原価測定の対象とさ

れたものであっても、企業の経営

実態からみて、公正価値による測

定が適切なものがあるかどうかを

判定するというプロセスが考えら

れている。

スタッフからは、第２ステップ

では、公正価値オプションで用い

られている要件を基に判定規準を

作ることとし、公正価値が、単に

公正価値をモニターするために用

いられているのではなく、経営者

による実際の意思決定を行うため

に用いられているときには、公正

価値による測定を強制することが

提案されている。すなわち、事業

モデルに従った判定を行うとは、

企業が実際に行っている事業の実

態に基づいて、もし、公正価値に

よる測定が行われ、これが経営者

に定期的に報告され、意思決定に

利用されている場合には、その実

態を反映した測定を強制すべきだ

という考え方である。したがって、

償却原価による測定が適格とされ

た金融商品であっても、企業の経

営実態が公正価値を用いているの

であれば、公正価値による測定が

強制され、その適用を企業の任意

の判断には任せないということに

なる。また、事業モデルは、セグ

メントごとに判定することが提案

されている。

結論として、この方向でさらに

詳細を詰めることとされた。これ

により、償却原価による測定が適

格である金融商品であっても、実

態として公正価値を活用して経営

を行っていれば、会計上も公正価

値測定が強制されることとなる。

③ 組込みデリバティブの分離

現行IAS第39号では、組込みデ

リバティブがホスト契約と密接に

関係していなければ、組込みデリ

バティブをホスト契約から分離す

ることが求められている。これを

どのように扱うかに関して、①現

行基準の考え方を維持する、②分

離するという考え方を放棄する

（組込みデリバティブを含む金融

商品全体を測定の対象とする）及

び③分離を求めるが、分離の規準

を「密接に関係している」以外の

規準に変更するという３つの案が

議論された。結論として、現行規

定を維持する方向性が支持された

と思われるものの、さらに検討す

ることとなった。

④ 公正価値の変動をその他包括利

益で認識する区分の対象の決定規準

公正価値で測定し、その変動を

その他包括利益で認識する区分に

含めることができる対象をどのよ

うに決定するかについて議論され

た。スタッフからは、①企業が当

初認識時に自ら決定するという案

と②どのようなものをその他包括

利益に含めることができるかを定

義するという案の２つが提示され

た。

議論では、企業が当初認識時に

その他包括利益に含めることがで

きる対象を決定し、その後、その

意思決定は取消しができないとい

う扱いを導入する方向を支持する

意見が多かったが、この問題の議

論は終了することができなかった

ので、2009年６月５日に開催され

る臨時会議でさらに議論すること

とされた。なお、この取扱いの対

象となるのは、持分金融商品のみ

で、持分金融商品ごとにその他の

包括利益で認識できる区分への選

択ができることが考えられている。
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この会議では、これまでの暫定合

意のまとめが冒頭に説明され、若干

の意見交換が行われた。それに続き、

①公正価値オプション（FVO）、②

経過措置及び③原価で認識されてい

る持分金融商品について議論が行わ

れた。

① FVOは次のような理由で用いら

れている。

� 会計上のミスマッチを解消す

るための利用

� 公正価値ベースで管理が行わ

れている場合

� 複合金融商品（hybridinstru-

ment）を組込みデリバティブ

とホスト契約に分離しないため

の利用

このうち、今後も残るものは、

�のみとなる可能性が高いことが

示唆された。例えば、公正価値で

測定されている金融負債と対応さ

せて管理されている償却原価で測

定する区分に分類された金融資産

がある場合には、FVOを用いるこ

とによって、両者の会計上のミス

マッチを解消する必要性は残るこ

とになる。一方、公正価値ベース

で測定されている金融資産は償却

原価での測定区分に入れることは

できないので、�の必要性は消滅

するため、これを残す必要性はな

いとされた。�は、複合金融商品

の会計処理の決定いかんによる

（組込みデリバティブを分離する

ことを認める場合には、引き続き

必要であるが、全体を公正価値測

定する場合には不要となる）。

② 経過措置

スタッフからは、特に経過措置

を設けず、IAS第８号の原則であ

る遡及適用を行う提案がなされた

が、反対意見が多かった。反対意

見の理由として、遡及適用を許容

すると、ハインドサイト（結果を

知ってしまってから過去に遡って

会計処理の選択を行うこと）に基

づき、企業が有利になる会計処理

が恣意的に採用されるのではない

かという懸念などがあげられた。

議論の結果、スタッフが上記懸

念に対応した上で、遡及適用を行

う場合について、さらに検討して、

報告することとされた。

③ 原価で認識されている持分金融

商品

公正価値が信頼をもって測定で

きない持分金融商品及びそれに関

連するデリバティブは、原価で測

定するという例外が認められてい

る。この例外規定を削除し、すべ

ての持分金融商品を公正価値で測

定することを求めることが暫定的

に合意された。

この会議では、①分類アプローチ

の適用（組込みデリバティブの分離

及び信用リスクの集中）、②持分金

融商品に適用されるその他包括利益

（OCI）モデルの適用規準、③公正

価値オプション（FVO）、④遡及適

用と経過措置、⑤他のIFRSの改訂

（IFRS第１号（初度適用）及びIFRS

第７号（金融商品：開示））及び⑥

その他の論点について議論が行われ

た。今回の議論で、公開草案作成の

ために必要な検討がほとんど終了し、

公開草案のドラフトの内容もほぼ固

まった。まず、はじめに、公開草案

における分類と測定に関する提案の

概要を紹介し、上記①から③につい

てのみ解説を行う。

� 公開草案での提案の概要

現在検討中の公開草案では、金融

商品の分類と測定について、IASB

の提案するアプローチと代替アプロー

チ（及びその２つの変形アプローチ）

の２つを示してコメントを求めるこ

とが予定されている。このように２

つの案を示してコメントを求めるの

は、IASB提案アプローチでは、現

行IAS第39号に比べて公正価値で測

定される金融商品の範囲が縮小する

と考えられているため、このような

方向性に懸念を持つボードメンバー

の意向を反映した案も提示し、測定

方法のあり方について広く意見を求

めることが意図されていることによ

る。

� IASBの提案するアプローチ

① 当初認識時に、企業は、金融

資産及び金融負債を、それ以後、

償却原価で測定するものと、公

正価値で測定するものに分類し
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なければならない。

② 次の両方の条件を満たした場

合には、金融資産又は金融負債

は、償却原価で測定しなければ

ならない（償却原価カテゴリー）。

なお、いったん償却原価カテゴ

リーに分類されると、それ以後、

このカテゴリーに含まれる金融

資産を満期前に売却しても、こ

のカテゴリーを使い続けること

ができる（現行IAS第39号にあ

る中途売却に対する罰則規定は

削除される）。

� 当該金融商品が、基本的貸

付特徴（basicloanfeature）

のみを有していること。

ⅱ� 当該金融商品が、契約金利

ベースで管理されていること

（managed on a contractual

yieldbasis）。

③ 上記②の条件を満たさない場

合には、金融資産又は金融負債

は、公正価値で測定しなければ

ならない（公正価値カテゴリー）。

④ 企業は、金融資産又は金融負

債を、償却原価と公正価値の間

で再分類してはならない。

⑤ 複合金融商品（hybridinstru-

ment）において、ホスト契約

が金融商品である（IAS第39号

の範囲内）場合、複合金融商品

は分離せず、償却原価を適用す

るかどうかの判断は、複合金融

商品全体に対して適用される。

したがって、複合金融商品全体

が、上記②を満たせば償却原価

カテゴリーに分類され（例えば、

金利キャップ、フロア又はカラー

のついた金融商品）、満たさな

い場合には公正価値カテゴリー

に分類される。ホスト契約が金

融商品でない（IAS第39号の範

囲外）場合には、現行IAS第39

号の分離規準を用いて、組込み

デリバティブをホスト契約から

分離すべきかどうかを決定しな

ければならない。組込みデリバ

ティブが分離される場合には、

組込みデリバティブには上記②

の規定が適用され、ホスト契約

には適切なほかのIFRSが適用さ

れる。

⑥ 公正価値オプションの適用が、

測定又は認識の不整合を除去又

は大きく減少させる場合にのみ、

認識当初に、償却原価で測定さ

れる金融資産又は金融負債に対

して、公正価値オプションを適

用することができる（公正価値

オプションの適用範囲が縮小さ

れている）。

⑦ 企業は、当初認識時において、

金融資産又は金融負債を公正価

値で測定しなければならない。

ただし、当初認識後の測定で、

公正価値の変動を損益で認識し

ない金融資産又は金融負債は、

さらに、取引費用を加算した額

で認識しなければならない。

⑧ 当初認識以後は、金融資産は、

償却原価又は公正価値で測定し

なければならない。償却原価で

測定される金融資産には、減損

規定を適用する。一部の例外を

除き、金融負債は、当初認識以

後は、公正価値又は償却原価で

測定しなければならない。

⑨ 償却原価で測定される金融資

産又は金融負債に係る損益は、

認識の中止時及び償却過程を通

じて、当期利益で認識しなけれ

ばならない。

⑩ 公正価値で測定される金融資

産又は金融負債に係る損益は、

下記⑪を除き、当期利益で認識

しなければならない。

⑪ 当初認識時に、企業は、取消

不能の選択として、売買目的で

保有されていない持分金融商品

の公正価値の変動をその他包括

利益（OCI）で表示することが

できる。この選択をした場合に

は、当該投資からの配当もOCI

で表示しなければならない。

OCIから当期利益への振替えは

認めない（non-recycling）。し

かし、OCIから資本の部のほか

の勘定（留保利益を指すと理解

されている）への振替えは認め

られている。ただし、OCIから

留保利益に振り替えるタイミン

グ等の詳細については、各国で

の法律による規制が存在するか

もしれないことに配慮して、本

基準では明確にしていない（そ

のため、いわゆる実現時に振り

替える処理は許容されていると

理解されている）。

� 代替アプローチ

① 代替アプローチは、①貸付金

及び債権（loansandreceiva-

bles）の定義を満たす金融資産

のみを償却原価で測定し、②そ

れ以外の金融資産で、上記�に

おいて償却原価で測定されるこ

とになる金融資産等は、貸借対

照表上は公正価値で測定される。

しかし、損益計算書では、償却

原価ベース（減損の認識を含む）

で決定される金額を当期利益で

認識し、それと公正価値との差

額は、その他包括利益（OCI）で

認識する。OCIから当期利益への

振替えは認めない（non-recycling）。

しかし、減損の振戻しは当期利

益で認識される。このため、
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IASB提案アプローチに比べ、

公正価値による測定の範囲が拡

大されている。

② 代替アプローチの２つの変形

が示されている。第１の変形ア

プローチは、上記①でOCIで認

識される差額も当期利益で認識

するものの、償却原価ベースの

損益とは別に表示するというも

の（結果として、公正価値の変

動はすべて当期利益に反映され

る）。第２の変形アプローチは、

すべての金融商品（貸付金及び

債権を含む）を貸借対照表上公

正価値で測定するものの、基本

的貸付特徴を持ち、契約金利ベー

スで管理されている金融資産又

は金融負債から生じる損益は、

上記①と同様に、償却原価ベー

スで決定される金額（減損を含

む）のみを当期利益で認識し、

それと公正価値との差額は、そ

の他包括利益（OCI）で認識す

る。OCIから当期利益への振替

えは認めない（non-recycling）

が、減損の振戻しは当期利益で

認識される。

� 分類アプローチ

① 組込みデリバティブの分離

複合金融商品に含まれる組込みデ

リバティブを分離するかどうかにつ

いては、次のとおり暫定的に合意さ

れた。

� ホスト契約が金融商品である

（IAS第39号の範囲内）場合、複

合金融商品は分離せず、償却原価

を適用するかどうかの判断は、複

合金融商品全体に対して適用され

る。すなわち、複合金融商品全体

が基本的貸付特徴（basicloanfea-

ture）を有しており、契約金利ベー

スで管理されている（managedon

acontractualyieldbasis）場合に

は、複合金融商品全体に償却原価

による処理が適用される。このよ

うなものには、金利キャップ、フ

ロア又はカラーのついた金融商品

がある。

� ホスト契約が金融商品でない

（IAS第39号の範囲外）場合には、

IAS第39号の分離規準を用いて、

組込みデリバティブをホスト契約

から分離すべきかどうかを決定し

なければならない。組込みデリバ

ティブが分離される場合には、新

しい分類と測定に関するIFRSの

規定が適用され、ホスト契約には

適切なほかのIFRSが適用される。

② 信用リスクの集中

仕組投資媒体（structuredinvest-

mentvehicle）への投資のように、

優先劣後構造を持った証券化商品へ

の投資に対する適用ガイダンスを設

けることが暫定的に合意された。そ

こでは、最上位にあるシニア・トラ

ンシェに対しては、償却原価を適用

できるが、それ以下のメザニン・ト

ランシェ又はイクイティ・トランシェ

のようにシニア・トランシェに対し

て信用補完を行っているトランシェ

に対しては、公正価値測定が適用さ

れることが明確にされる（シニア・

トランシェ以外は、信用補完がある

ため、基本的貸付特徴がないと判断

される）。

� 持分金融商品に適用されるOCI

モデルの選択規準

スタッフからは、OCIモデルを採

用できる持分金融商品を決定するた

めの規準を作り、それに合致したも

ののみをOCIモデルの適用対象とす

るという案が提案された（いったん

この規準に合致しても、その後合致

しなくなければ、OCIモデルから公

正価値モデルへ振り替えることが可

能となる）。議論の結果、このよう

な規準を作り、それに準拠させるア

プローチは煩雑であり、むしろ、企

業の取消不能な選択とすることがよ

り簡素な対応であると判断され、

OCIモデルの選択に関する条件は、

売買目的で保有していないという点

だけにし、これに合致すれば、OCI

モデルの選択は、企業に任せること

が暫定的に合意された。

� 公正価値オプション（FVO）

第94回臨時会議で触れたように、

現行３つのケースでFVOの利用が認

められている。この点について、引

き続き議論が行われ、議論の結果、

FVOの対象を、会計上のミスマッチ

を解消するための利用のみに限定す

ることが暫定的に合意された。

今回は、①第三者が行った履行に

関する収益の表示、②契約の結合と

変更（combinationandmodification

ofcontracts） 及び③非現金対価

（non-monetaryconsideration）につ

いての議論が行われた。

� 第三者が行った履行に関する収

益の表示

企業は、顧客に対して有する履行

義務を果たすために第三者を活用す

ることがある。例えば、インターネッ

ト小売業者は、自身は在庫を保有し

ないが、他者が財を配送するアレン

ジを行っている。このような場合に

インターネット小売業者は、いくら

の収益を認識すべきかというのがこ

こでの論点である。

議論の結果、次の点が暫定的に合

意された。

� 企業が収益として認識すべき金
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額は、履行義務の識別に依存する。

すなわち、次のように判断される。

企業は、自身の履行義務が次のい

ずれであるかを決定しなければな

らない。

・財及びサービスを提供する履行

義務である場合には、企業は、

財及びサービスの提供に関する

グロスの収益を認識する。

・第三者が財及びサービスを提供

するのをアレンジした場合には、

企業は、手数料又はコミッショ

ンに関する収益を認識する。

� 同一の事業からの収益を、①財

及びサービスの提供による収益と、

②財及びサービスの提供のアレン

ジによる収益に分けて開示しなけ

ればならない。

� 第三者が企業の顧客に対する財

及びサービスの提供に関与してい

る場合には、企業は、評価の根拠

及び履行義務を識別するために行っ

た重要な判断を開示しなければな

らない。

� 企業が、契約による財及びサー

ビスを顧客に提供するという義務

から解放されるために、自身の履

行義務を法的に第三者に移転した

場合には、当該履行義務に係る収

益を認識してはならない。

� 契約の結合と変更

顧客との契約と履行義務が１対１

で対応していない場合があり、この

ような場合には、①複数の契約を単

一の権利と履行義務として扱ったり、

②単一の契約を複数の権利と履行義

務に分解したりする必要がある。

今回はこれらの論点について議論

が行われ、議論の結果、次の点が暫

定的に合意された。

� 同一顧客に対する複数の契約は、

その価格が相互に依存している場

合には、単一のネットの契約ポジ

ションとして会計処理しなければ

ならない。

� 企業が既存契約を変更した場合

には、当該変更が原契約とは独立

して価格付けされているのであれ

ば、変更を別の契約として会計処

理しなければならない。当該価格

が相互に依存している場合には、

企業は、原契約及びその変更を単

一のネットの契約ポジションとし

て会計処理しなければならない。

また、その場合には、ネット契約

ポジションは、契約変更があたか

も原契約の一部であったかのよう

に会計処理することが求められる

（累積的キャッチ・アップ・ベー

スでの認識）。このため、既に履

行義務が果たされた部分がある場

合には、契約変更による影響が累

積ベースで収益に反映される。

� 非現金対価

2009年３月の会議において、次の

点が暫定的に合意されている。

� 現金以外の対価（非現金対価）

は、公正価値で測定する。

� 非現金対価の公正価値を信頼性

をもって測定できない場合には、

企業は、約束した財又はサービス

の公正価値を参照することによっ

て、対価を間接的に測定する。

� 取引が商業的実態（commercial

substance）を欠いている場合に

は、収益を認識してはならない。

ただし、商業的実態を伴う類似の

資産との交換が収益を生じさせる

かどうかについてはさらに検討す

る。

今回の会議では、収益を生み出す

取引と見るべきではない交換取引に

どのようなものがあるかが議論され

た。

議論の結果、次の点が暫定的に合

意された。

� 取引の目的が、通常の営業過程

における別の顧客に対する資産の

販売促進である場合、交換取引は、

収益を生み出す取引として扱うべ

きではない。

� 取引が商業的実態を有している

としても、顧客への販売促進を目

的とする非現金取引からは収益を

認識しない。

今回は、IAS第37号の改訂に関連

して、①訴訟負債（litigationliabili-

ties）、 ②補填権 （reimbursement

rights）及び③潜在債務（possible

obligation）の開示及び④待機債務

（stand-ready-obligation） について

議論が行われた。

� 訴訟負債

今回、訴訟手続中の被告が負って

いる負債の認識及び測定に当たって、

これまで検討している暫定合意が問

題を引き起こす可能性があるかどう

かについて議論が行われた。

これまでの議論では、負債の認識

に当たっては、現行IAS第37号が有

している２つの要件（現在の債務を

決済するための経済的便益を表す資

源の流出の可能性が高いこと及び債

務額を信頼性をもって見積もれるこ

と）のうち、最初の要件である蓋然

性規準を削除することが提案されて

いる。また、測定に当たっては、期

待キャッシュ・フロー・アプローチ

を採用することによって、キャッシュ・

フローの起こり得る可能性を、確率

で加重平均して負債の測定を行うこ

とが提案されている。

このような暫定合意に関して、次
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のような懸念が表明され、これに対

してスタッフが分析を行っている。

� 蓋然性規準を削除することによ

り、被告人は、裁判所が有利な判

決を出す可能性が高い場合でも負

債を認識することになり、これを

裁判所が用いることで、被告が不

利になりかねないという懸念があ

る。これに対して、IASBは、訴

訟の開始は、企業が債務を負って

いることを示唆する事象の１つで

あり得るが、企業が違法行為を行っ

ていない限り債務を負っていない

と考えるべきであり、違法行為を

行っていない限り負債を認識する

必要はないという暫定合意に達し

ている。したがって、違法行為を

行っているかどうかに関して判断

が必要であるが、訴訟の開始だけ

では、負債の認識には至らないの

で、蓋然性規準の削除は、上記懸

念を招来しないと考えている。

� IAS第37号の改訂案では、債務

額を信頼をもって測定できない状

況は「極めて稀」であるという表

現が用いられている。この表現に

対して、単発の訴訟では、最も起

こり得ると予想される金額（最頻

値）は予測できても、起こり得る

結果を加重平均する期待値として

測定することは難しいという懸念

があり、この表現を緩和すべきで

あるというコメントが寄せられて

いる。これに対して、スタッフは、

期待値は必ずしも最頻値に比べて

信頼性をもって測定することが難

しいとは言えず、さらに、負債の

測定目的は、企業が債務を決済あ

るいは移転するために合理的に支

払う金額を測定することであるが、

このような測定では、起こり得る

可能性について企業が完全な情報

を持っていなくても、測定ができ

ると考えられるので、「極めて稀」

という表現を改める必要はないと

分析している。

このような分析を基に議論した結

果、次の点が暫定的に合意された。

� 現在のIAS第37号の改訂提案

（認識における蓋然性規準の削除

及び測定における期待値の採用）

を変更する必要はない。

� 信頼性をもって見積もれない債

務額を識別するために提案されて

いるガイダンスを、改訂又は補完

する必要はない。

� 補填権

現行規定では、企業が引当金を決

済した場合に補填を受け取ることが

「ほぼ確実（virtuallycertain）」な場

合に限って、第三者から補填を受け

る権利を資産として認識すべきとし

ている。また、その際には、補填権

として認識される金額は、対応する

引当金の金額を超えてはならないと

されている。これに対して、IAS第

37号の改訂公開草案では、企業が負

債を決済するために要求される経済

的便益の一部又はすべてに対する補

填の権利を有している場合で、補填

権が信頼性をもって測定可能である

ならば、当該補填権を資産として認

識することを提案し、現行IAS第37

号の「ほぼ確実」という認識規準の

削除を提案している。

今回のこの補填権の資産としての

認識が議論され、次の点が暫定的に

合意された。

� 資産として認識される金額を、

対応する引当金の金額に限定する

規定（上限額の設定）を削除する

こと。

� 補填権の測定目的（どのように

測定するか）を特定しないことと

する。補填権の測定目的を明確に

するには時間をかけなければなら

ないが、この問題は、今回のIAS

第37号の改訂の主目的ではなく、

さらなるプロジェクトの遅延を避

けるためには、この問題を取り扱

わないことが妥当と判断された。

� 補填権を測定するために使用さ

れる仮定は、関連する負債を測定

するために使用する仮定と整合的

であるべきことを明確に記述する

こと。

� 潜在債務の開示

潜在債務とは、現在の債務が存在

するかどうかが不確実であるときに、

企業が、債務が存在しないと判断し、

負債として認識していない債務を指

している。したがって、潜在債務で

は、財政状態計算書では認識されて

いない債務をどのように注記で開示

するかが問題となる。このような開

示が必要かどうかが議論されている

のは、現行規定にある偶発負債（con-

tingentliability）という概念を公開

草案では削除したため、偶発負債に

対して要求されていた開示がなくな

るため、開示情報が喪失してしまう

のではないかという指摘に対応する

ためである。

議論の結果、次の点が暫定的に合

意された。

� 財務諸表作成者が、いつ開示が

必要となるかを識別できるように、

新基準の認識に関するセクション

での議論を参照する記述を開示規

定の中に設け、さらに、不確実性

を含む状況の例示を示すこととす

る。

� 決済による経済的便益の流出の

可能性がほとんどない場合を除き、

次の開示を求める。

・状況の説明
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・財務上の影響の示唆（indication

ofthefinancialeffects）

・経済的便益の流出の金額又は時

期に関連する不確実性の示唆

・補填の可能性

� 待機債務

これまで、待機債務は、ある特定

の将来事象の発生又は非発生によっ

てもたらされる、経済的資源の流出

の発生に備えて待機するという、企

業が有する現在の無条件債務である

と定義され、そのように理解して議

論が行われてきた。

今回、この待機債務の概念をより

精緻化するための分析と提案がスタッ

フから提示され、議論が行われた。

スタッフの分析は次のとおりであ

る。

企業が待機債務を負っているかど

うかを判定するに当たっての助けと

なる待機債務の属性は、次のように

識別できる。

� 待機債務は、将来事象の発生又

は非発生を企業がコントロールで

きない場合にのみ発生する。すな

わち、企業が将来事象の発生を防

ぐことができない場合に生じる。

� したがって、企業が特定の行動

をしたときのみ将来の事象が発生

するのであれば、待機債務は、企

業が既にその行動をしたか、ある

いは他者にその行動を行わせる債

務を負っている場合にのみ生じる。

� 待機債務は、直接的に経済的便

益の移転を引き起こすわけではな

い。無条件の待機債務と、経済的

便益の移転との間には、それとは

別の無条件債務が存在していなけ

ればならない。すなわち、ある特

定の事象が発生あるいは発生しな

かった場合に生じる新たな債務で

ある。さらに、①特定の事象の発

生と②報告され、企業によって正

当性を立証された事象との間に時

間が経過する場合には、新たな債

務が存在したかどうかが不確実な

期間があるはずである。それゆえ

に、企業のポジションは、時間の

経過とともに変化する。

具体的な例として、病院における

死亡事故のケースを示すと、次のと

おりである。

【設例】ある病院は、視覚障害を矯

正するための手術をしばしば行って

いる。最近行った手術において、患

者が死亡した。そのような死亡事故

はまれである。この死亡が、病院側

スタッフの過失の結果であれば、病

院は患者の親族に、賠償金を支払わ

なければならない。死亡事故の原因

についての調査はまだ始まっていな

い。

この例の場合、次のように分析す

ることができる。

� 病院のスタッフが患者に対する

手術を開始したとき、病院は少な

くとも残りの手術の実施時間中、

患者をケアする義務を受け入れて

いる。患者をケアする義務には、

残りの手術の実施時間中に、病院

スタッフの過失によって患者に害

が及んだ場合に、補償金を支払う

ために待機するという債務も含ま

れる。

� この待機債務は、将来の損害に

ついてのみ適用される。手術が進

行するにつれて、病院は次第に、

待機債務から解放されていく。患

者が死亡したとき、待機債務は期

間満了となる。この状態で決算日

をむかえると、決算日現在、待機

債務は最早存在しない。

� 手術中に、病院のスタッフに過

失があるということは起こり得る

ことである。患者の死亡は、過失

があったかもしれないということ

を示すものである。過失の可能性

があるということは、新たな債務

（すなわち、補償金を支払う債務）

が、（確かではないが）生じたか

もしれないということを意味して

いる。上記のスタッフの分析を当

てはめると、企業は補償金を支払

うために待機するという債務を負っ

ていない。なぜなら、債務が条件

付きとなっている事象は過去の事

象（過失）であり、将来の事象

（過失があったことの確認）では

ないからである。

� 決算日において、企業が債務を

負っているかどうかは不確かであ

る。仮に、企業が債務を負ってい

るとすると、当該債務は、補償金

を支払うという債務である（すな

わち、待機債務ではない）。当該

債務は、病院スタッフに過失があ

る場合に生じる。経営者は、入手

可能な証拠を基礎に病院が債務を

負っているかどうかを判断し、そ

の結果に基づいて負債を認識する

かしないかを判断する必要がある。

議論の結果、このような分析は適

切だと暫定的に合意された。

なお、今回の議論で、公開草案に

対して受領したコメントの議論が終

了したので、今後は、最終基準案を

作成することとなる。これまでの結

論を再公開すべきかどうかについて
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↓
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経済的資源の移転



会計

は、今後、議論が行われる予定であ

る。

本プロジェクトでは、当初、2011

年６月までにリース会計基準の見直

しを完成させることができるように、

借手の会計処理を中心として、現行

のIAS第17号（リース）を改訂する

ことを目指している。2009年３月に

ディスカッション・ペーパーが公表

されているが、今回は、ディスカッ

ション・ペーパーに含まれていない

次の論点について議論が行われた。

ここでは、�を除く項目について解

説する。

� セール・アンド・リースバック

取引

� 利用権の減損

� 利用権の再評価

� 当初直接費用

� 経過措置

� セール・アンド・リースバック

取引

現行IAS第17号では、セール・ア

ンド・リースバック取引は、ファイ

ナンス・リースに該当する場合には、

売却益は繰り延べ、リース期間にわ

たって配分するが、オペレーティン

グ・リースの場合には、原則として、

売却損益は即時に認識することとさ

れている。

今回は、利用権モデルの下でセー

ル・アンド・リースバック取引をど

のように会計処理すべきかについて

議論が行われた。議論では、金融資

産の認識の中止に対する公開草案と

の整合性を図ることが重要である点

が強調された。

議論の結果、次の点が暫定的に合

意された。

� 売手（借手）は、セール・アン

ド・リースバック取引の対象となっ

ている資産全体について認識の中

止を行うかどうかを検討すべきで

ある。セール・アンド・リースバッ

ク取引の対象である非金融資産の

認識の中止については、非金融資

産の全体が認識の中止に該当する

かどうかで判断すべきという考え

方とセール・アンド・リースバッ

ク取引の対象となっている一部分

のみを対象とすべきという２つの

考え方があるが、前者の考え方が

採用された。

� 認識の中止を判断するために、

採用すべき判断規準は、支配モデ

ル（controlmodel）とする。認識

の中止の判断規準として、リスク

経済価値アプローチと支配モデル

が検討されたが、認識の中止プロ

ジェクトとの整合性の観点から後

者の考え方が採用された。また、

買手（貸手）が売却できる実務上

の能力を有しているかどうかの判

断を行う際には、リース対象物件

を売却する際に買手（貸手）が、

セール・アンド・リースバック取

引を同時に移転しなければならな

いという条件を無視して判断する

こととされ、その上で、買手（貸

手）が売却できる実務上の能力を

有していれば、認識の中止ができ

ることになる。この結果、多くの

セール・アンド・リースバック取

引で、リース物件の認識の中止が

行われ、利用権資産とリース料支

払義務（負債）が認識されること

になるものと予想されている。

� 認識の中止が行われる際には、

売却損益が認識される。ただし、

セール・アンド・リースバック取

引の売却価格や条件が市場価値に

基づいていない場合には、売却損

益の金額が調整される。

� 利用権の減損

利用権にどのような減損を認識す

るための規準を作るかについて議論

があり、いくつかのモデルが検討さ

れたが、結論として、IAS第36号

（減損）を適用することが暫定的に

合意された。

� 利用権の再評価

利用権を再評価すべきかどうかが

議論され、利用権の基となるリース

物件の再評価規定に準拠して再評価

すべきことが暫定的に合意された。

したがって、有形固定資産の場合に

は、IAS第16号（有形固定資産）、

無形資産の場合にはIAS第38号（無

形資産）の再評価の基準が適用され

る。また、投資不動産の場合にどの

ように適用されるかについて、さら

に検討することがスタッフに指示さ

れた。

� 当初直接費用

借手の当初直接費用（リース契約

の交渉や締結に関連して発生する増

分費用）は、現行IAS第17号では、

ファイナンス・リースの借手におい

て、資産として認識することが求め

られているが、議論の結果、発生時

の費用として認識することが暫定的

に合意された。
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